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研究要旨 

 本研究は、平成 29 年度に厚生労働省が実施した「人生の最終段階における医療に関す

る意識調査」に向け、調査に盛り込むべき概念整理及び計測方法（質問項目等）を開発し、

当該調査の実施にかかる提言を行うこと、及び本調査のデータを活用した追加的な分析

により、今後の人生の最終段階における医療等のあり方の検討に資するデータを得るこ

とを目的とした。 

初年度（平成 28 年度）は、本調査を模した予備調査の実施を当初計画していたが、本

調査の内容の検討を十分に行うことを目的として、全国予備調査は行わなかった。本調査

の内容の充実を図るため、各国の終末期医療に関するガイドラインのレビューを行い、

一地域におけるアンケート調査を実施した。また、自治体調査（1-(1)）・学会調査（1-

(2)）を実施しデータ集計をした。また、救急調査（1-(3)）は平成 29年度に実施できる

よう準備を進めた。 

2 年目（平成 29 年度）は、1．人生の最終段階における医療に関する意識調査」調査票

案作成に向けての事前調査として 1-(1)自治体調査、1-(2)学会調査のデータ解析と、1-

(3)救急調査の実施及びデータ解析を行い 1-(4)として高齢者施設から救命救急センター

へ搬送された高齢救急患者の現状も調査した。これらと初年度の調査結果も加味した上

で、厚生労働省へ「人生の最終段階における医療に関する意識調査（仮）」の調査票案を

作成し提示した。その後厚生労働省内での検討の末、平成 29 年 12 月には意識調査実施

となった。平成 30年 1月からは 2.「人生の最終段階における医療に関する意識調査」実

施後データ分析を通して、2-(1) 人生の最終段階における医療について話し合うことに

関連する要因、2-(2) 人生の最終段階における希望する医療・療養の場所に関連する要

因、2-(3) 医師と看護師におけるアドバンス・ケア・プランニングの実践状況と関連因

子、2-(4) 医療施設と介護保険施設におけるアドバンスケアプランニングの現状と課題、

2-(5) 施設長に対する意識調査から見た病院における次の連携先への引継ぎ内容と人生

の最終段階に対する支援体制との関連として分析を実施した。これらにより、人生の最

終段階における医療に対する多側面の実態を明らかにすることができた。また、それぞれ

の研究から、国民がより質の高い人生の最終段階の医療を受けるための具体的な政策提

言につながる結果が得られたことに加え、今後取り組むべき課題の示唆につながった。
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Ａ．研究目的 

本研究は、平成 29年度に厚生労働省が実

施した「人生の最終段階における医療に関

する意識調査」に向け、調査に盛り込むべ

き概念整理及び計測方法（質問項目等）を

開発し、当該調査の実施にかかる提言を行

うこと、及び本調査のデータを活用した追

加的な分析により、今後の人生の最終段階

における医療等のあり方の検討に資するデ

ータを得ることを目的とした。

Ｂ．研究方法 

1．「人生の最終段階における医療に関する

意識調査」調査票案作成に向けての事前調

査

1-(1)自治体調査、1-(2)学会調査のデータ

解析と、1-(3)救急調査の実施及びデータ

解析を行い 1-(4)として高齢者施設から救

命救急センターへ搬送された高齢救急患者

の現状も調査した。これらと初年度の調査

結果も加味した上で、厚生労働省へ「人生

の最終段階における医療に関する意識調査

（仮）」の調査票案を作成し提示した。そ

の後厚生労働省内での検討の末、平成 29

年 12月には意識調査実施となった。 

2.「人生の最終段階における医療に関する

意識調査」実施後データ分析 

平成 30 年 1月からは、「人生の最終段階に

おける医療に関する意識調査」により収集

されたデータを用い、2-(1) 人生の最終段

階における医療について話し合うことに関

連する要因、2-(2) 人生の最終段階におけ

る希望する医療・療養の場所に関連する要

因、2-(3) 医師と看護師におけるアドバン

ス・ケア・プランニングの実践状況と関連

因子、2-(4) 医療施設と介護保険施設にお

けるアドバンスケアプランニングの現状と

課題、2-(5) 施設長に対する意識調査から

見た病院における次の連携先への引継ぎ内

容と人生の最終段階に対する支援体制との

関連として調査を実施した。 

 各調査の詳細は、個別の分担研究報告書

を参照されたい。 

Ｃ．研究結果 

主なものを以下に示す。なお、各調査の詳

細は、個別の分担研究報告書を参照された

い。 

1．「人生の最終段階における医療に関する

意識調査」調査票案作成に向けての研究 

1-(1)自治体調査 

「財政力指数」が高い自治体ほど、有意に

普及啓発の取り組みが行なわれていた。 

1-(2)学会調査 

人生の最終段階に関する用語を学会用語集

に収載していた学会は7学会であった。 

1-(3)救急調査 

心停止後低酸素性脳症患者には治療制限を

考え、悪化時の新たな介入はしない傾向が

あった。 

1-(4)高齢者施設から救命救急センターへ

搬送された高齢救急患者の現状調査 

患者背景のみからの治療制限は、回復可能

な患者の医療が過剰に制限される懸念が示

唆された。 

2.「人生の最終段階における医療に関する

意識調査」実施後データ分析 

2-(1) 人生の最終段階における医療につい

て話し合うことに関連する要因 

全年齢では男性が話し合うことに負の関連

が認められ、65歳以上の対象者では、かかり

つけ医がある、5年以内に病院での介護経験

があることが話し合うことに有意に関連し
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ていた。 

2-(2) 人生の最終段階における希望する医 

療・療養の場所に関連する要因 

希望する療養場所として最多であったのは、

想定疾病が末期がんの場合は自宅、慢性の

重い心臓病の場合は医療機関、認知症の場

合は介護施設とそれぞれ異なった。いずれ

の疾患設定においても、身近で大切な人の

死を最近5年以内に病院で経験した人は、希

望する医療・療養の場所として有意に医療

機関を希望していた。一方設定される疾患

が慢性の重い心臓病もしくは認知症の場合、

最近5年以内に身近で大切な人の病気やけ

がによる介護を経験した人は、希望する医

療・療養の場所として自宅を選択していた。

想定される疾患で希望する医療・療養の場

所の選択が変わる可能性が示唆された。 

2-(3) 医師と看護師におけるアドバンス・ 

ケア・プランニングの実践状況と関連因子

医師・看護師のアドバンス・ケア・プランニ

ング(ACP)実践に関連する因子として、死が

近い患者と関わりが多いこと、関連する研

修の受講があることが示された。 

2-(4) 医療施設と介護保険施設におけるア

ドバンスケアプランニングの現状と課題 

病院ではアドバンスケアプランニングの実

践を行っていると答えた施設長は24.7%で、

介護保険施設36.3%に比して少ないという

結果がえられた。アドバンスケアプランニ

ングの取り組みは始まったばかりであり、

介護保険施設は困難例に対する専門性や倫

理的な問題に対するチーム形成を行うこと

が課題と考えられた。 

2-(5) 施設長に対する意識調査から見た病

院における次の連携先への引継ぎ内容と人

生の最終段階に対する支援体制との関連 

「治療方針だけでなく療養の希望も引き継

いでいる」と回答した病院では、人生の最終

段階について話し合いが十分に行われてい

る施設、複数の専門家からなる委員会があ

る施設、ACPの実践を検討している施設、職

員を意思決定支援の研修へ参加させている

施設、話し合った内容を日々のミーティン

グで共有している施設の割合が有意に高く、

話し合った情報を関係者間で情報共有する

か特に定めていない施設の割合が有意に低

かった。また、最終段階についての話し合い

を行う回数が有意に多く、患者が望む医療

に対してより支援を積極的に行っているこ

とが明らかとなった。 

これらの結果は「人生の最終段階における

医療のあり方に関する調査の手法開発及び

分析に関する研究 概要図」に示した。 

Ｄ．考察 

「人生の最終段階における医療に関する意

識調査」調査票案作成に向けての事前調査

からは、自治体や各学会における人生の最

終段階における医療に関する意識や取り組

みが明らかとなり、救急調査や高齢救急患

者に関する研究からは、臨床現場における

課題が明らかとなった。これら結果と、平成

28年度の結果を踏まえ、「人生の最終段階に

おける医療に関する意識調査」調査票案の

作成につながり、厚生労働省の検討の後実

施につながった。調査により収集されたデ

ータから、人生の最終段階における医療に

関連する事項に、国民・医療介護提供者・施

設という多面的な分析・検討を行い、現状把

握のみならず、今後の政策提言につながる

結果を得ることができたと考える。 

今回の研究結果から考える提言は以下で

ある。 
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国民に対しては、人生の最終段階における

医療の話し合いの促進と関連があるかかり

つけ医を持つことを推進すること、人生の

最終段階における医療や療養を受けたい場

所を話し合う際には、想定される疾患をい

くつか定めてから行うことがよりよいと考

えられる。 

医療介護提供者に対しては、介護を担って

いる家族は、その実体験が自身の人生の最

終段階の医療を考えることと関連している

ことを念頭におき、家族のケアにも配慮が

必要であると考える。また、医師や看護師が

アドバンスケアプランニングを実践するこ

とができる研修の拡充が重要と考えられる。 

病院や介護保険施設においては、患者が望

む医療に対して積極的に支援をできるよう

な取り組みを検討していく必要があると考

える。とくに、病院においては整備が重要

である。 

なお、人生の最終段階における医療や療

養について、国民が考える機会を増やすた

めの取り組みや、話し合った内容を文章と

し、家族や医療介護提供者と共有していく

ために必要な取り組みについては、今後の

課題である。 

Ｅ．結論 

本研究により、人生の最終段階における医

療に対する多側面の実態を明らかにするこ

とができた。また、それぞれの研究から、

国民がより質の高い人生の最終段階の医療

を受けるための具体的な政策提言につなが

る結果が得られたことに加え、今後取り組

むべき課題の示唆につながった。 

Ｆ．健康危険情報
該当なし

Ｇ．研究発表

1. 論文発表

なし 

2. 学会発表

なし 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況
  （予定を含む。）
1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし 

3.その他

なし 
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各研究要旨のまとめ 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
1-(1) 

人生の最終段階における医療のあり方に関

する自治体による普及啓発の取り組み 
 
本研究では、日本の自治体による終末期の

医療に関する住民への普及・啓発の取り組

みの実態を明らかにすることを目的とした。

研究対象は、市区町村の在宅医療・介護連携

推進事業担当部局（1,741自治体）であった。

自治体の回収数は 1,558（回収率 66.5%）で

あった。人生の最終段階における医療につ

いて、住民に対する普及啓発を「行った（媒

体の作成や講演会等の開催）」と回答した自

治体は 443（38.7%）、「準備中」が 8（0.7%）、

「取り組んでいない」が 694（60.6%）であ

った。普及啓発の取り組みの有無を従属変

数とし、多重ロジスティック解析により、

「人口」「人口密度」「65 歳以上の人口割合

（人口、65歳以上の人口から算出）」等の自

治体の特性に関する変数との関連をみた結

果、「財政力指数」が高い自治体ほど、有意

に普及啓発の取り組みが行なわれていた。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
1-(2) 

医学会における人生の最終段階の医療に関

する用語の使用およびガイドライン策定状

況 

 
本研究の目的は、日本の医学系の学会にお

ける人生の最終段階における医療（終末期

医療）に関する用語の学会での使用状況お

よび定義、ガイドラインの策定状況等の実

態を明らかにすることである。平成 29年 3

月に日本医学分科会の 126 学会を対象に、

学会における人生の最終段階における医療

（終末期医療）に関する用語の学会での使

用状況および定義、ガイドラインの策定状

況についてアンケート調査を実施した。用

語・ガイドラインについて回答があった 29

学会を分析対象とした。人生の最終段階お

よび人生の最終段階の医療に関する用語を

学会用語集に収載していた学会は 7 学会で

あったが、収載されている用語は様々であ

った。「人生の最終段階」および「人生の最

終段階における医療」を用語集に収載して

いる学会はなかった。また、人生の最終段階

の医療に関連するガイドラインを策定して

いると回答したのは、３学会であった。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
1-(3) 

集中治療・救急医療に関わる医療従事者の

終末期医療に対する意識調査 

 

目的： 2014年に救急・集中治療における終

末期医療に関するガイドラインが発表され

て以降、集中治療に関わる医療従事者の終

末期医療に対する質問紙による意識調査は

行われておらず、現状は不明である。そこ

で、本研究では、集中治療・救急医療に関わ

る医療従事者の終末期医療に対する現状、

考えを明らかにすることを目的とした。 

方法：記述疫学研究で、集中治療・救急医療

に関わる医療従事者を対象にインターネッ

ト上で無記名アンケート調査を行った。 

結果：アンケート回答人数 195 人、研究の

同意が得られた人数 185名(医師 101名、医

師以外の医療従事者 84 名)であった。終末

期医療のガイドラインに対する認知度は、

救急・集中治療における終末期医療に関す

るガイドライン‐3学会からの提言‐(2014
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年) が最も高く(88.3%)、どのガイドライン

も知らないと回答した割合は 8.2％だった。

心停止後に低酸素性脳症となった高齢患者

で、家族はおらず、本人の意思を記した文書

はなく、推定意思もわからない症例を提示

し、治療制限について聞いたところ、何かし

らの治療制限をする 86.8%、治療制限しな

い 13.2%であった。そのような患者が敗血

症性ショックになった場合、人工呼吸管理

強化、輸液増量、昇圧剤開始、抗菌薬開始、

血液浄化療法開始すると回答した割合は

各々、28.9％、27.7％、21.4％、38.3％、

11.3％であった。同様の症例設定でも、家族

がいて、積極的治療を望む場合、人工呼吸管

理強化、輸液増量、昇圧剤開始、抗菌薬開始、

血液浄化療法開始すると回答した割合は

各々、71.5％、70.2％、70.6％、75.3％、

46.4％であった。Withhold、Withdrawを行

う上での問題点として、法的サポートが不

十分である 75.5%、医療従事者間で意見の

統一が図れない 60.9%、医療従事者が

Withhold や Withdraw の適応や方法になれ

ていない 57%の順で高かった。また、現行

の本人の意思を記す文書の問題点として、

本人の意思を記した文書があっても事前に

家族がその意思を知らず、本人の意思を記

した文書の意向に家族が反対する 66.9%、

法的サポートがない 62.9%、統一された書

式がない 58.3%の順で高かった。 

結論：終末期医療のガイドラインの認知度

は高かった。心停止後に低酸素性脳症にな

った患者に対して何かしらの治療制限を考

え、更なる状態悪化時には新たな介入はし

ない傾向を認めた。但し、家族の希望があれ

ば、新たな介入を行う傾向となった。

Withhold、Withdrawを行う上での問題点と

して、法的サポートの問題もあるが、医療従

事者側にも問題があると認識していた。ま

た、現行の本人の意思を記す文書の問題点

として、患者家族側、法的サポート、文書の

形式に問題を感じていることがわかった。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

1-(4) 

高齢者施設から救命救急センターへ搬送さ

れた高齢救急患者の現状 

 

目的：高齢者施設の利用者は、その多くが自

立した生活が困難な虚弱高齢者である。こ

のような患者にたいする救急医療について

は社会的、倫理的問題が指摘されているが、

その実態は明らかではない。そこで、救命救

急センターへ高齢者施設から救急車搬送さ

れた患者について検討した。 

方法：2011年 8月から 2015年 12月までに

高齢者施設から獨協医科大学病院救命救急

センターへ救急車搬送された 65 歳以上の

患者 109 名について、後方視的観察研究を

行った。 

結果：年齢の中央値は 83 歳、男性 45 例、

女性 64 例、合併症として 57 例が認知症を

有しており、15例が寝たきりだった。心肺

停止は 18例であり、17例は死亡、1例は病

前の状態まで回復し自宅退院した。非心肺

停止患者は 91 例であり、35 例が高度意識

障害、9例がショック状態だった。疾患は神

経疾患 37 例、呼吸器疾患 15 例、心血管疾

患 13例、消化器疾患 10例、その他 16例だ

った。12/91例(13%)が死亡した。10例で気

管挿管が行われ、3例が死亡、2例が気管切

開されたが、5例は抜管に至った。 

結論：高齢者施設を利用している重症救急

患者の予後は不良ではあるが、病前の状態
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まで回復する患者も少なくなかった。本人

の意思が確認できない状態で、患者背景の

みから一律に侵襲的治療を制限することは、

回復可能な患者に対する医療が過剰に制限

される懸念がある。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

2-(1) 

人生の最終段階における医療について話し

合うことに関連する要因-一般国民に対す

る意識調査の二次解析より- 

 

アドバンスケアプランニングの一つの要素

である、希望する将来の医療ケア等の“話

し合い“を促進する要因に関しては、主に

患者-医療者間において研究されており、

一般国民における家族等の身近な人と話し

合いを行うことに関連する要因は、明らか

とはなっていない。一般国民に対し実施し

た「人生の最終段階における医療に関する

意識調査」の二次解析から、人生の最終段

階における医療や療養を家族等と話し合い

をすることに関連する要因を調査した。全

対象者における多変量解析に加え、年齢

65 歳で層別化をして関連要因を検討し

た。男性であることは、全年齢を通して話

し合いをすることと有意に負の関連が認め

られた。65歳以上では、かかりつけ医が

あること、過去 5年以内に病気やけがによ

る病院での介護経験があることが有意に正

の関連が認められた。一方 65歳未満で

は、かかりつけ医があることと話し合いを

することには有意な関連は認められず、配

偶者と同居していること、過去 5年以内に

病気やけがによる在宅での介護経験がある

ことが、有意に話し合いをもつことと正の

関連が認められた。医療介護関係者が、希

望する将来の医療ケア等の話し合いを患者

と進める際には、対象者の年齢・性別・同

居者の情報・過去の介護経験などを認識す

ることが、その後の話し合いを実施するに

あたり有用な情報となると考えられる。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

2-(2) 

人生の最終段階における希望する医療・療

養の場所に関連する要因 想定される疾病

別分析一般国民に対する意識調査の二次解

析より- 

 

厚生労働省は平成 29年に実施した「人生

の最終段階における医療に関する意識調

査」で、人生の最終段階の病状を末期が

ん、慢性の重い心臓病、認知症と設定し、

それぞれについて、どこで過ごしながら医

療・療養を受けたいかを調査した。希望す

る療養場所として最多であったのは、設定

疾病が末期がんの場合は自宅、慢性の重い

心臓病の場合は医療機関、認知症の場合は

介護施設とそれぞれ異なった。いずれの疾

患設定においても、身近で大切な人の死を

最近 5年以内に病院で経験した人は、希望

する医療・療養の場所として有意に医療機

関を希望していた。一方設定される疾患が

慢性の重い心臓病もしくは認知症の場合、

最近 5年以内に身近で大切な人の病気やけ

がによる介護を経験した人は、希望する医

療・療養の場所として自宅を選択してい

た。介護を通して、具体的な医療や療養を

体験し、自宅で過ごす状況を描くことがで

きるようになり、希望する医療・療養の場

所として自宅を選択した可能性がある。誰

と同居しているかについて注目すると、末

期がんや、慢性の思い心臓病を想定した場
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合、それぞれ父母・息子の妻、息子といっ

た同居者がいると、自宅で療養したいとい

う希望がみられるが、想定される疾患が認

知症では、誰と同居をしていたとしても、

自宅を療養場所として希望するという有意

な結果は得られなかった。これらの結果か

ら、想定される疾患で希望する医療・療養

の場所の選択が変わる可能性が示唆され、

今後さらに解析を進める予定である。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

2-(3) 

アドバンス・ケア・プランニグの実践状況

と関連因子 

 

全国から無作為抽出された施設に勤務する

医師と看護師のアドバンス・ケア・プラン

ニング（ACP）に対する実践とそれに関連

する因子について検証した。約 29%の医師

と 28%の看護師が ACPを実践していると回

答した。ACPの実践では医師と看護師間で

有意差は無かったが、現在は実践していな

いが、実践を検討中であると答えたのは、

医師の方が看護師より有意に多かった。人

生の最終段階の意思決定支援に係る研修を

受けた経験と死が近い患者との関わりの多

さは、医師が ACPを実践する要素になるこ

とが示唆された。また、実務経験の長い看

護師と、病院勤務の看護師は ACPの実践を

行っているとの回答が、実務経験の短い者

と病院以外に勤務の者に比べ有意に低かっ

た。しかし、意思決定支援に係る研修を受

けた看護師は、実務経験の年数が上がるほ

ど ACP を実践していることがわかった。死

が近い患者との関わりの多さは、看護師に

とっても医師と同様、ACP を実践する要素

になることが示唆された。本研究の結果よ

り、ACP の普及には研修の充実が不可欠で

あると考えられる。また、個々の医療・療

養に関わる施設が ACP をいかに業務に取り

込んでいくのか考察が必要とされる。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

2-(4) 

医療施設と介護保険施設におけるアドバン

スケアプランニングの現状と課題-施設長

調査の二次解析より- 

 

平成 29年の「人生の最終段階における医

療に関する意識調査」の施設長対象調査部

分の二次解析から、病院と介護保険施設（介

護老人福祉施設、介護老人保健施設）におけ

る現状と課題を考察した。 

病院では、人生の最終段階における患者・

家族とともに考えていく ACP（アドバンスケ

アプランニング）の実践を行っていると答

えた施設長は 24.7%で、介護保険施設 36.3%

に比して少なかった。介護保険施設では介

護報酬として、看取り介護加算（2006年）、

ターミナルケア加算（2009 年）が認められ

ている。緩和的医療と療養や生活について

の家族とのカンファレンス、評価、プラン作

成とケアの提供を通して、ACPの萌芽的な取

り組みはすでに行っているため、ACPを実践

していると答えたことが考えられる。 

しかし、いずれにしても、ACP の実践を行

っているのは双方、いまだ低率である。

ACP の取り組みは始まったばかりであり、

これからアプローチを重ね、介護保険施設

は困難例に対する専門性や倫理的な問題に

対するチーム形成を行うことが課題であ

る。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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2-(5) 

施設長に対する意識調査から見た病院にお

ける次の連携先への引継ぎ内容と人生の最

終段階に対する支援体制との関連 

 

厚生労働省が平成 29年に実施した「人生

の最終段階における医療に関する意識調

査」(以下、本調査)において、「最終段階

における医療について話し合うきっかけ」

として最も多かったのは「家族等の病気や

死」、ついで「自分の病気」であり、こう

したきっかけの場である病院においてどの

ように話し合いがなされ、それが引き継が

れているのかは、重要である。そこで、

「人生の最終段階について話し合った内容

を次の連携先へ引き継いでいますか」とい

う質問に対する回答により「治療方針など

の医療情報のみ引き継いでいる」または

「治療方針だけでなく療養の希望も引き継

いでいる」で群別し、それらと病院の属

性、人生の最終段階に対する支援体制（話

し合いを何回行っているか、事前指示書の

利用状況、ACP の実践状況など）との関連

を分析した。「治療方針だけでなく療養の

希望も引き継いでいる」と回答した病院で

は、人生の最終段階について話し合いが十

分に行われている施設、複数の専門家から

なる委員会がある施設、ACPの実践を検討

している施設、職員を意思決定支援の研修

へ参加させている施設、話し合った内容を

日々のミーティングで共有している施設の

割合が有意に高く、話し合った情報を関係

者間で情報共有するか特に定めていない施

設の割合が有意に低かった。また、最終段

階についての話し合いを行う回数が有意に

多く、患者が望む医療に対してより支援を

積極的に行っていた。各種の支援がなされ

ている病院では、その後の引き継ぎに療養

の希望も含んでおり、「話しあうきっか

け」となることが多い病院における支援

が、その後の療養先への希望を把握し、か

つそれを次の療養機関に伝える上で重要で

あることが示唆された。 

 

 

 

 

9




